佐賀市路上喫煙の防止に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、路上喫煙による他人への迷惑及び吸い殻等の散乱によるまちの美観の悪化を防止するため、路上喫煙の防止に係る措置を講じ、もって市民等の健康と安全を守り、生活環境の向上を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙　道路において、喫煙することをいう。ただし、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）に規定する自動車の車内において喫煙することを除く。
(2) 道路　道路交通法第２条第１項第１号に規定する道路をいう。
(3) 喫煙　たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを持つことをいう。

（路上喫煙禁止地区及び喫煙スポットの指定）
第３条　市長は、路上喫煙による他人への迷惑及び吸い殻等の散乱を防止するため特に必要があると認める地区を、路上喫煙禁止地区として指定するものとする。

２　市長は、路上喫煙禁止地区内において特別に喫煙ができる場所として、喫煙スポットを指定することができる。
３　路上喫煙禁止地区及び喫煙スポットは、別図のとおりとする。

（路上喫煙禁止地区等の周知）

第４条　市長は、路上喫煙禁止地区又は喫煙スポットを指定したときは、当該地区等を標識の設置その他の方法により表示するとともに、広報その他の方法により市民及び関係者に周知するものとする。

（啓発活動）
第５条　市長は、路上喫煙禁止地区において、路上喫煙の防止及び喫煙に関するマナー向上のための啓発活動を重点的に実施するものとする。

２　市長は、前項の啓発活動を効果的に実施するために、関係機関に協力を求めることができる。
（中止要請等）
第６条　市長は、路上喫煙禁止地区で路上喫煙をしている者に対し喫煙を中止し、又は喫煙スポットに移動して喫煙するよう要請するものとする。

（補則）

第７条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
　　附　則

この要綱は、令和６年１２月２０日から施行する。
別図（第３条関係）
[image: image1.png]ERAEND  pE EESERIEHI X





14

